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の課題として気づき、解決に向かつて努力しよ

うとするとき、私たちの地域社会は少しずつ変

わりはじめてい<のではないでしょうか。

今日、社会貢献活動のすばらしさに気づきは

じめた市民が増えつつあります。そして、こう

した状況はますます広がりを見せており、確実
に地域社会は変わりはじめています。私たちは

このことを確信しながら今日も活動を行うて

います。

明日の幸せをつかむために、今できることを
真剣に考え、同じ考えを持つ仲間と語り合い、

ともに行動していきたいと思います。

粟田なかよし州日の満開のハマボウと交流接待所

7月 9日から 24日まで市内一円で、鳴門市はまぼう祭りが開催されました。

鴫門市花街道地域づくリネットワークの皆さんが各地域で大切に育てている

「市の花ハマボウ」が今年も見事に咲きました。板東、高島、大谷、粟田、本

津神の交流接待所では、それぞれに趣向をこらしたもてなしがあり、地元の

人々や観賞に訪れた市内外の方々との間に、心あたたまる交流がありました。

ハピネス

障害者共同作業所ハピネス

運営委員会委員 太 田 晴 清

精神障害者の自立支援と社会参加の促進を

図る目的で、常日頃、障害者福祉の増進を目指

して活動している関係者が、平成 17年4月に

障害者共同作業所ハピネス運営委員会を設立

しました。そして7月 23日から毎週土曜日の

午前9時から 12時の間、ハピネス土曜市を開

催することになりました。

土曜市の店先に直接農家から仕入れた野菜

や果物を消費者に提供するため、作業所を利用

している障害者や指導員およびこの取り組み

を支援しているボランティアがその開催に向

けて努力しているところです。お客さんはまだ

まだ多<はありませんが、中には私たちの活動

にご理解をいただき、毎回お出<ださる方もで

きてきております。

障害者の方たちが社会の一員として参加で

きる環境を創りだすために、市民の一人ひとり

が取り組むことは大変意義深いことでありま

す。私たちの住む地域には、いろいろな課題が

横たわつていますが、それらの課題を自分たち ハピネス土曜市で活動中の全員の皆さん
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木津神地区自治振興会

木津神地区の花づ<りは糀 回国民体育大

会東四国国体を機に、平成2年 9月、木津神地

区市民運動推進協議会を結成して「国体の花を

育て、家の窓や街路を花で飾る」ことを実践す

るため、荒地の整地や美1ヒ奉仕作業を実施した

のが始まりです。現在も木津神地区の皆さんの

ご支援・ご協力のおかげで、下記の各花壇には

美しい花が咲いています。

【木津神地区花街道】

JR鳴門線の金比羅前駅から東へ、本津神橋

踏切り東までの線86沿い約 350mの間、夏は

鳴門市の花「はまぼう」やマリーゴールド、百

日革、ひまわりが咲き、秋にはコスモス、 サ

ルビアなどを栽培している。

【木津こんびらポケットパーク (本津神消防
分団横)】

四季にはいろいろな花が咲き、秋には主に

こんにち修 聯 群がきエイド」てす !

NPO法人「はみがきエイド」 田原範子

私たちは昨年設立 して以来

これまでに、定期的に継続した

□腔ケアを希望される方や、歯

科治療が終つた方のメンテす

ンスとして、歯磨きのお手伝い

をしたり、治療が必要な方の場合は提携歯科医
へ往診の手配をするなど、訪間□腔ケアサービ
スを提供してきました。

その他、施設のデイケアサービスに出向き、
歯磨き指導の教室を開催 して□の中の病気に
対する予防の大切さを知ってもらうお手伝い
をしたり、一人ひとりのお□に最適で使いやす
いハプラシや補助道具を選ぶといった、□腔衛
生の普及・啓発活動にも力を入れてきました。
□中細菌が31き起こすさまざまな病気を予

防し、再発を防ぎ、全身の健康を目指すには、
毎日の自己清掃 (セルフケア)と、他職種や家

鷺

花づくりに励んでいる木津神地区のみなさん

コスモスを栽培している。       |
【木津中山ふれあい運動公園 (本津元村の書日

神社裏)】

鴫Fヨ市の花「はまほう」が植えられており、

「はまぼう祭り」
―
の会場となる。

【木津元村花の広場 (高架橋の横)】

書は葉牡丹、三色すみれ、夏はマリーゴール

ド、百日革、ひまわりが咲き、秋はコスモス、

サルビアが栽培されて「コスモス祭り」の会

場となる。

を連携 して継続することが効果的で理想的な

方法です。

しかし、残念ながら「予防」の重要性につい

てはまだまだ関心が低かつたり、あるいは「□

腔ケアの大切さはわかつているけど、ただそれ

だけのために…」と苦渋の表情で断る利用者や

介護者の声も決して少なくはな<、 ほとんど実

施されていないのが実情です。

そこでわたしたち歯科衛生士は、ヘルノ1-の
資格を取得し、訪間在宅介護の一環として□腔
ケアを採り入れる試みを考えました。そうする
ことにより、利用者及びご家族の方にとって依
頼がしやすい状態になりますし、また□腔ケア
を行うに当たって、特に身体に障害や病気のあ
る人 (認知症や意識障害、菫症心身陣害者など)

には、意思の疎通や信頼関係がないと難しいと
されていた課題も、ヘルパーとして介護に携わ
る日々のコミュニケーションの中でスムーズ
に行うことが可能になると確信しています。

ヘルバー兼歯科衛生士としてプロフェッシ
ョナルなケアが提供できる絶好の新しい試み
を実践

ど雇讐濱r織
です。関心のある方は是非

,
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NPO ttAOH証事素に
おむもMEE2て

NPO法人ボランティア鴫P3西

理事長 柏 原 正 樹

NPO法 人が行う自治体から

の受託事業は、法人税法上の請

負業に該当し、収益事業となる

ため原則として法人税の課税対象となります。

法人税基本通達 15-1-28《実費弁償による

事務処理の受託等》によれば、NPO法人が請

負または事務処理の受託として自治体からの

受託事業を行う場合であつても、その業務が法

令の規定、行政官庁の指導またはその業務に関

する規則、規約若し<は契約に基づき実費弁償

方式により行われるものであるときは、その業

務は、その委託者の計算において行われるもの

として、NPO法人の収益事業として取り扱わ

ないことができるとなつております。

ここでいう実質弁償方式とは、委託者から受

ける金額が、その業務のために必要な費用の額

を超えないということであります。言いかえれ

ば、NPO法人の収支決算において、その受託

事業による余剰金が生じないということです。

NPO法人が行う自治体からの受託事業が上

記の実費弁償方式によると認められるときは、

《実費弁償による事務処理の受託等》に該当す

ることの確認申請書を所轄税務署長に提出し

確認されれば、原則として5年間は受託事業に

かかる法人税の申告を免除されることとなり

ます。

NPO法人ボランテイア鴫門西の設立より 1

年余、その間に学んだ法人税の一端を素人なり

にまとめてみました。初めて納税申告される団

体などのご参考になれば幸甚です。

誰もが参加できる活動として自然環境との共存を目

指し、啓発活動や現地調査、ほたる祭りのイベント

事業など、地域住民とともに知恵を出し合いながら

活動しています。

します。体験学習の講座については年間3回を予定

していますが、第1回日は「身近な自然を知ろう」

(植物の標本づくりやスケッチの仕方)を 10月 16
日に開催いたします。(子育てや体験学習に興味のあ

る方や団体で生かしたい方は一緒に学びません

か?)

今後の課題としては、事業の推進だけでなく、事

業計画や支援体制に柔軟に対応することだと考えて

います。そして私たちに求められている活動は災害

の支援など多岐にわたつていると感じられます。

鴫F]市の社会貢献団体の連携や協力体制づくり、

人材の発掘や育成は必要不可欠な問題です。行政、

市民、社会貢献団体がともにシステムを確立するべ

きではないでしょうか。

|

NPO法人ハーモニー「人・豊かな

街づくり」 理事長 林 勝義

法人設立から5年目を迎え、私

たちは市民の活動という原点を忘

れず、常に人とのコミュニケーシ

ョンづくりに重点を置いて事業展

開をしております。その時代背景

には地域住民の思者の変化、行政改革、法律の準備

などがあげられます。

NPO法人ハーモニー「人・豊かな街づくり」は

子供パソコン教皇

NPO法人「地域交流の会コスモスはうす」

理事長 民喜正文

「 ドイツ村冒険遊び場教室」の委託を受け、パソ

コン教室を開請してから8月で2カ月半が経過

しました。現在、板東小学校の子どもたち22名

が会員登録してい意す。

カレンダーや名刺、世界で一つだけのアイロン

プリントの製作、紙芝居、読み聞かせ、ビデオ上

映などもあり、内容はパラエテイに富んでいま
す。講習料は無料ですので、興味がある板東小学

校区内の生徒さんは「コスモスはうす」までご連

絡ください。(TEL 689-2510)

ち



『BOC・S― 』

平成17年7月、鴫門市に新しい NPO法
人「80Cesを守る会」が誕生しました。こ
れは当市の 15番目の NPO法人になります。

どうぞよろし<お願いいたします。

【事務所】鴫門市大麻町市場字大西 20-4
【理事長】坂東靖記

【目 的】 この法人は地域住民及び川の採捕
権者に対して、水質保全に関する事業を行
い、地域の活性化及び環境造りに寄与する

ことを目的とする。

【分 野】環境の保全を図る活動

【事 業】① り|1底の調査並びに川底の清掃
② 採捕生物の生息調査

70大鷹釘文化雇

堀江 `板東地区自治振興会

ステキに出会う文化展。あの人がこんな趣味

を!この方がこんな技術を !身近な人のびつ

<りするような楽しい作品が会場にあふれん

ばかり。心地よい秋のひととき、ご近所をお誘

いのうえ文化展をお楽しみ<ださい。 ・
【と き】11月 5日 (土)午前9時～午後5時

11月 6日 (日 )午前 9時～午後4時
【ところ】堀江公民館

【出品品目】写真、押し花、陶芸、タト画、木彫、

生花、書道、短歌、俳句 日本画、その他

険荊 t薔彙文化奏義作品雇
|

[第 9回徳島県民文化祭協賛事業]

NPO法人 まちづくリサークル大麻

わが町のシンボル大麻山にちなんだ短歌、俳

旬、写真、絵画、書道、学童絵画、学童書道を

展示しています。

【と き】10月 22日 (土)～23日 (日 )

午前9時～午後5時
【ところ】鳴Pヨ市板東公民館

NPO法人「ふ<ろうの森」

鳴門市立図書館に蔵書を増やすことを目的
に、チャリティバザーを開催します。市価の半
額以下 !掘り出し物が二杯 ! たくさんの方
のお越しを心よりお待ちしています。(収益は

すべて鴫門市立図書館に寄付します)

【とき】11月 12日 (土)(小雨決行)

午前 10時～午後3時
【ところ】鴫門市立図書館 前庭
【問い合わせ】丁EL/FAX 685-0389

l-Story StoryJ
NPO法人「ふくろうの森」モモの会

～モモの会おはなしたいむスペシャル～
第 1部 ようこそお話の世界ヘ

第 2部 おはなしとあそぼう
【と き】11月 12日 (土)午前 10時～11時半
【ところ】鴫門市立図書館 2階視聴覚室
【問い合わせ】丁EL/FAX 685-0389

絵本のすばらしさ、大切さについてエネルギ
ッシュな大阪弁がはじけます。
【と き】11月 26日 (上)午後 1

【ところ】鴫P3市立図書館3F
【講 師】高山智津子さん

「日本におけるドイツ年」を記念して、市内
騨 ヶ所にコスモス会場が造られ、そのうちの

18会場で接待所が設けられて飲み物、お菓子、
コスモス種、苗などのプレゼントがあります。

詳し<は「広報なると 10月号」参照下さい。

[平成17年度鳴門ウチノ海総含公園まつり]

主催 鳴門市自治振興連含会

恒例の「鴫門のまつり」では、地域で受け継
がれている獅子舞、おねり、御神輿などを披露
します。その他会場では地場産品の直売、行政
相談、綿栞子の接待などがあります。
【と き】10月 23日 午前 10時～午後3時

(小雨決行)

【ところ】鴫Pヨウチノ海総含/AN園

主催 鳴門市子どものまちづ<り推進協議会

子どもたちの主体的な体験活動を支援する
ことを目的とするもので、「鴫門のまつり」と
同時開催になります。
【と き】10月 23日 (日 )正午～午後3時
【ところ】鴫Pヨウチノ海総含公園


